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仕 様 書 等 に 関 す る 質 問 及 び 回 答

賃貸借番号 ５ 件 名 庁内利用パソコン賃貸借及び保守契約

№ 質 問 事 項 回 答 事 項

１ Ｐ５　
１２ 物件の保守等について
（３）保守体制
「エ　障害発生の本市からの連絡後、概ね
２時間以内に保守の対応（障害要因の切り
分け等）ができること。」とありますが、
障害発生の連絡を受けてから、２時間以内
に保守員が訪問する必要はございますで
しょうか。
また、ハードウェアのオンサイト保守につ
いて、２時間以内での対応を想定されてお
られるでしょうか。

障害発生の本市からの連絡後、概ね２時間
以内に保守要員の訪問又は保守要員との電
話での保守の対応に着手することとしま
す。
ただし、保守要員からの電話による指示の
もとで、本市が対応できる障害であると本
市が認めた場合は、保守要員が訪問する必
要はありません。
また、ハードウェアのオンサイト保守につ
いては、保守要員による当日訪問対応とし
ます。

2 Ｐ５　
１２ 物件の保守等について
（３）保守体制
「オ　保守受け付け時間帯は、平日の９時
００分から１８時００分までとする。ただ
し、作業にあたっては本市の指示に従うこ
と。」とありますが、作業は、平日１８時
以降（深夜含む）や休日での対応を想定さ
れておりますでしょうか。

作業については、原則として平日の８時３
０分から１７時１５分までとしますが、突
発緊急時や作業の遅延等の場合には協議す
るものとします。
なお、深夜及び休日の対応は想定していま
せん。

3 Ｐ６
１２ 物件の保守等について
（６）特記事項
「ク（前略）その場合は受注者の負担にて
インターネット環境を確保すること。」と
ありますが、受注者が確保するインター
ネットへの接続は、携帯電話のテザリング
機能の利用でもよろしいでしょうか。
また、ソフトウェアのライセンス認証等の
作業は、日程調整後、後日での対応でも問
題ございませんでしょうか。

インターネットへの接続は、携帯電話のテ
ザリング機能又はモバイルWi-Fiルーターの
利用もできるものとします。
ソフトウェアのライセンス認証等の作業
は、ライセンス認証等が必要となった当日
又は翌日（翌日が休日の場合は、直近の平
日）に作業を行うこととしますが、技術上
の問題でライセンス認証等の作業が遅れる
場合は本市と協議のうえ後日での対応がで
きるものとします。
ただし、事前に本市にて対応が可能な定期
的かつ軽易な作業であると本市が認めた作
業であれば、あらかじめ受注者にて作業マ
ニュアルを作成し、本市に提出のうえ、本
市にてライセンス認証等の作業行うことが
できるものとします。



（賃貸借料の請求）
第5条　乙は、甲に対し3か月ごとに賃貸借
料の請求をするものとする。
とありますが、請求は月額リース料を、当
該月の翌月以降において甲に請求し甲は、
その請求書を受理した日から起算して30日
以内に乙に支払うものとする条項でもよろ
しいでしょうか。

請求方法については、現行の「3か月ごと」
又は「当該月の翌日以降」いずれの条項で
も問題はありません。
契約締結時に甲乙間で協議し、双方合意し
た条項にて契約することとします。
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